
第 7 章 特 別 支 援 教 育 

 

第 1 節  教  育  課  程  

 

１  平 成 20 年 度 特 別 支 援 教 育 教 育 課 程 研 究 集 会  

 (1)特 別 支 援 学 校   

   ア  目    的   特 別 支 援 学 校 の 教 育 課 程 に 関 す る 研 究 成 果 の 発 表 及 び 研 究 協 議 を 行 い 、特 別

支 援 学 校 に お け る 学 習 指 導 等 の 改 善 と 教 員 の 指 導 力 向 上 に 資 す る 。  

   イ  期 日 ・ 場 所   平 成 20 年 8 月 25 日 （ 月 ）    愛 知 県 立 港 養 護 学 校  

   ウ  参  加  者   特 別 支 援 学 校 高 等 部 教 員  

            視 覚 障 害 ・ 病 弱 教 育 部 会  12 人    聴 覚 障 害 教 育 部 会   17 人  

            知 的 障 害 教 育 部 会     51 人    肢 体 不 自 由 教 育 部 会  32 人  

(2) 小 学 校 及 び 中 学 校 の 特 別 支 援 学 級 、 通 級 に よ る 指 導  

ア  目     的     小・中 学 校 の 特 別 支 援 学 級 並 び に 通 級 に よ る 指 導 に お け る 教 育 課 程 に 関 す る

研 究 成 果 の 発 表 及 び 研 究 協 議 を 行 い 、特 別 支 援 学 級 並 び に 通 級 に よ る 指 導 に お

け る 学 習 指 導 等 の 改 善 と 教 員 の 指 導 力 の 向 上 に 資 す る 。  

   イ  期 日 ・ 場 所   平 成 20 年 8 月 22 日 （ 金 ）   甚 目 寺 町 中 央 公 民 館 （ 尾 張 部 会 ）  

           平 成 20 年 8 月 19 日 （ 火 ）   東 三 河 総 合 庁 舎 （ 三 河 部 会 ）  

   ウ  参  加  者   2 会 場  合 計 264 人  

 

２  特 別 支 援 教 育 研 究 委 嘱  

    項  目  
学   校   名  研   究   課   題  研 究 委 嘱 期 間  

種  別  

心 豊 か に 生 き る 児 童 の 育 成  平 成 19 年 度  

県 教 育 委 員 会  大 口 町 立 大 口 西 小 学 校 ～ 一 人 一 人 の 支 援 を と お し て

見 え る こ と ～  

～  

平 成 20 年 度  

平 成 19 年 度  
教 育 課 程 の 改 善 ・ 充 実 に 係 る

研 究  ～  県 教 育 委 員 会  県 立 名 古 屋 盲 学 校  

平 成 20 年 度  

 

３  学 校 訪 問  

特 別 支 援 学 校 並 び に 特 別 支 援 学 級 を 設 置 す る 小・中 学 校 を 訪 問 し 、学 校 管 理 、教 育 課 程 、学 習

指 導 、 生 徒 指 導 、 生 活 指 導 、 進 路 指 導 、 現 職 研 修 等 に 関 す る 諸 問 題 に つ い て 指 導 助 言 を 行 っ た 。 

(1)平 成 20 年 度 特 別 支 援 学 校 重 点 指 導 事 項  

   学 校 評 価 の 着 実 な 実 施 と 学 校 運 営 の 改 善 に つ い て  

(2)訪 問 校  

   ア  特 別 支 援 学 校  

      計 画 訪 問  13 校   

   イ  特 別 支 援 学 級 設 置 の 小 ・ 中 学 校  

      計 画 訪 問  小 学 校 6 校 、 中 学 校 6 校     
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４  教 育 課 程 の 編 成 と 運 営  

(1)幼 稚 部  

6 領 域 編 成  盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 知 ） 1 校 、 養 （ 肢 ） 1 校  

(2)小 学 部  

特 別 支 援 学 校 小 学 部・中 学 部 学 習 指 導 要 領 等 に 基 づ い て 、各 教 科 、道 徳 、特 別 活 動 、自 立 活

動 及 び 総 合 的 な 学 習 の 時 間 （ 小 学 部 3 年 生 以 上 、 知 的 障 害 養 護 学 校 を 除 く 。） で 編 成 さ れ て い

る 。  

   ア  知 的 障 害 養 護 学 校 の 教 育 課 程 を 適 用 し た 教 育 課 程 を 編 成 し て い る 学 校（ 知 的 障 害 養 護 学 校 を  

除 く 。）  

      盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

   イ  領 域 ・ 教 科 を 合 わ せ た 指 導 を 行 っ て い る 学 校  

     盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 知 ） 7 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

(3)中 学 部  

特 別 支 援 学 校 小 学 部・中 学 部 学 習 指 導 要 領 等 に 基 づ い て 、各 教 科 、道 徳 、特 別 活 動 、自 立 活

動 及 び 総 合 的 な 学 習 の 時 間 で 編 成 さ れ て い る 。  

   ア  知 的 障 害 養 護 学 校 の 教 育 課 程 を 適 用 し た 教 育 課 程 を 編 成 し て い る 学 校（ 知 的 障 害 養 護 学 校 を

除 く 。）  

       盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

   イ  領 域 ・ 教 科 を 合 わ せ た 指 導 を 行 っ て い る 学 校  

     盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 知 ） 7 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

(4)高 等 部  

特 別 支 援 学 校 高 等 部 学 習 指 導 要 領 等 に 基 づ い て 、 各 教 科 、 道 徳 （ 知 的 障 害 養 護 学 校 の み ）、 

特 別 活 動 、 自 立 活 動 及 び 総 合 的 な 学 習 の 時 間 で 編 成 さ れ て い る 。  

   ア  教 育 課 程 に 類 型 又 は コ ー ス を 設 け て い る 学 校  

     盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 知 ） 10 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

   イ  領 域 ・ 教 科 を 合 わ せ た 指 導 を 行 っ て い る 学 校  

     盲 2 校 、 聾 3 校 、 養 （ 知 ） 7 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

ウ  知 的 障 害 養 護 学 校 の 教 育 課 程 を 適 用 し た 教 育 課 程 を 編 成 し て い る 学 校（ 知 的 障 害 養 護 学 校 を  

除 く 。）  

      盲 2 校 、 聾 3 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

 

    ＊ （ 知 ） 知 的 障 害  （ 肢 ） 肢 体 不 自 由  （ 病 ） 病 弱  
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第 2 節  教  科  用  図  書  の  採  択  

 

１  小 学 部 及 び 中 学 部 （ 義 務 教 育 段 階 ） 使 用 教 科 用 図 書  

特 別 支 援 学 校 の 小 学 部 及 び 中 学 部 の 教 科 用 図 書 は 、 ｢義 務 教 育 諸 学 校 の 教 科 書 の 無 償 措 置 に 関

す る 法 律 ｣第 1 3 条 の 規 定 に 基 づ き 、 採 択 し た 。  

特 別 支 援 学 校 の 教 科 用 図 書 は 、文 部 科 学 大 臣 の 検 定 を 経 た 教 科 用 図 書 の ほ か 、盲 学 校 用 教 科 書

（ 点 字 本 ） が 小 学 部 4 種 目 各 1 種 、 中 学 部 8 種 目 各 1 種 、 聾 学 校 用 教 科 書 が 小 学 部 2 種 目 各 1

種 、 中 学 部 1 種 目 1 種 、 養 護 学 校 （ 知 的 障 害 教 育 ） 用 教 科 書 が 小 学 部 、 中 学 部 と も そ れ ぞ れ 3

種 目 各 1 種 か ら 採 択 す る と と も に 、 学 校 教 育 法 附 則 第 9 条 の 規 定 に よ る 教 科 用 図 書 （ 以 下 ｢附 則

第 9 条 図 書 ｣と い う 。） を 採 択 し た 。  

附 則 第 9 条 図 書 の 採 択 に あ た っ て は 、愛 知 県 教 科 用 図 書 選 定 審 議 会 の 審 議 を 経 て 、県 教 育 委 員

会 に お い て 附 則 第 9 条 図 書 の 選 定 及 び 採 択 の 方 針 を 決 定 す る と と も に 、 選 定 審 議 会 に 附 則 第 9

条 図 書 に つ い て 調 査 研 究 を 行 う 調 査 員 （ 特 別 支 援 学 校 教 職 員 等 29 人 ） を 置 き 、 そ の 調 査 研 究 に

基 づ く 選 定 審 議 会 の 審 議 を 経 て 、 県 教 育 委 員 会 に お い て ｢平 成 21 年 度 使 用 一 般 図 書 選 定 資 料 ｣の

作 成 を 行 っ た 。  

   選 定 及 び 採 択 の 方 針 の 概 要 は 、次 の と お り で あ る 。① 児 童 生 徒 用 の 教 科 の 主 た る 教 材 と し て 教

育 目 標 の 達 成 上 適 切 な 図 書 を 選 定 す る こ と 。な お 、こ の 場 合 、下 学 年 用 の 文 部 科 学 大 臣 の 検 定 を

経 た 教 科 書 又 は 文 部 科 学 省 著 作 教 科 書 の 選 定 に つ い て 検 討 す る も の と す る 。② 上 記 の 使 用 が 適 切

で な い 場 合 は 、 県 教 育 委 員 会 作 成 の 「 平 成 21 年 度 使 用 一 般 図 書 選 定 資 料 」 に 掲 載 さ れ て い る 図

書 の 中 か ら 選 定 す る も の と す る 。  

平 成 21 年 度 使 用 愛 知 県 立 特 別 支 援 学 校 小 学 部 ・ 中 学 部 教 科 用 図 書 採 択 状 況  

学 校 教 育 法 附 則 第 9 条 に  

規 定 す る 教 科 用 図 書  区 分  
文 部 科 学 省  

検 定 済 教 科 書  

特 別 支 援 学 校

用 教 科 書
小学校用教科書 一 般 図 書  

計  

11 種 目  5 種 目  10 種 目  11 種 目  

小 学 部  11 者  29 種  5 者  15 種   23 者  80 種  34 者  124 種

 2,069 冊    2,180 冊   3,270 冊   7,519 冊  

18 種 目  9 種 目  5 種 目  18 種 目  18 種 目  

10 者  39 種  9 者  18 種  5 者  5 種  31 者  83 種  42 者  151 種中 学 部  

 1,660 冊   850 冊   188 冊   2,548 冊   5,380 冊  

 

２  高 等 部 使 用 教 科 用 図 書 の 採 択  

県 立 高 等 学 校 と 同 様 の 手 続 き で 採 択 し た 。（ P.114～ P.115 参 照 ）  

平 成 20 年 度 は 、生 徒 の 実 態 に 応 じ て 、高 等 学 校 用 、中 学 校 用 、小 学 校 用 又 は 特 別 支 援 学 校 小 ・

中 学 部 用 教 科 用 図 書 を 採 択 し た 。  

な お 、こ の ほ か 、｢愛 知 県 立 学 校 管 理 規 則 ｣第 8 条 の 規 定 に 基 づ き 、208 種 の 一 般 図 書 の 教 科 用

図 書 に 係 る 届 出 を 受 理 し た 。  

平 成 21 度 使 用 愛 知 県 立 特 別 支 援 学 校 高 等 部 教 科 用 図 書 採 択 状 況  

高 等 学 校 用 教 科 用 図 書  学 校 教 育 法 附 則 第 9 条 に 規 定 す る 教 科 用 図 書  

高 等 部 用  

教 科 書  
高 等 学 校

用 教 科 書

（ 第 1 部 ）

同     左  

（ 第 2 部 ） 

中 学 校 用

教 科 書

小 学 校 用

教 科 書

特 別 支 援 学 校  

小 ・ 中 学 部 用  

教 科 書  

計  

 45 種   9 種 目   11 種 目  2 種 目   67 種 目  

未 発 行  30 者 202 種 7 者 21 種  10 者 35 種  1 者 2 種  31 者 260 種な  し  

3,607 冊 2,548 冊  2,206 冊     8 冊  8,369 冊  
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３  就 学 猶 予 ・ 免 除 者 へ の 教 科 書 の 無 償 給 与  

「 就 学 義 務 猶 予 免 除 者 に 対 す る 教 科 書 の 無 償 給 与 に つ い て 」（ 平 成 17 年 4 月 1 日 付 17 文 科 初

第 22 号 文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長 依 頼 ）に 基 づ き 、学 校 教 育 法 第 2 3 条（ 同 法 第 3 9 条 第 3 項

で 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）の 規 定 に よ り 保 護 者 が 就 学 さ せ る 義 務 を 猶 予 又 は 免 除 さ れ た 児 童 生 徒

で 、 教 科 書 の 給 与 を 希 望 し 、 か つ 市 町 村 教 育 委 員 会 が 教 科 書 に よ る 学 習 が 可 能 で あ る と 認 め た

者 に 対 し て 教 科 書 を 無 償 給 与 す る こ と が で き る 。 平 成 20 年 度 は 20 人 に 給 与 し た 。  

４  補 助 教 材  

   「 愛 知 県 立 学 校 管 理 規 則 」第 8 条 の 規 定 に 基 づ き 、各 学 校 か ら 小 学 部 用 283 種 、中 学 部 用 176

種 、 高 等 部 用 178 種 の 補 助 教 材 の 使 用 に 係 る 届 出 を 受 理 し た 。  

 

第 3 節  就   学   指   導  

 

１  愛 知 県 就 学 指 導 委 員 会  

障 害 の あ る 子 ど も の 実 態 の 把 握 と 特 別 支 援 学 校 並 び に 特 別 支 援 学 級 へ の 就 学・入 級 指 導 の 適 正

を 期 す る た め 、県 教 育 委 員 会 に 愛 知 県 就 学 指 導 委 員 会（ 会 長  愛 知 県 特 別 支 援 教 育 推 進 連 盟 理 事

長 ） を 設 置 し て い る 。 こ の 委 員 会 は 、 医 師 、 学 識 経 験 者 、 児 童 福 祉 関 係 者 、 教 育 関 係 者 等 25 人

以 内 の 委 員 で 構 成 し て お り 、障 害 児 の 就 学 、地 区 就 学 指 導 委 員 会 と の 連 絡 調 整 、特 別 支 援 教 育 の

啓 発 等 に 関 す る 事 業 に つ い て 協 議 す る こ と と な っ て い る 。（ 平 成 20 年 度 よ り 、愛 知 県 就 学 指 導 委

員 会 と 、 地 区 就 学 指 導 委 員 会 を 一 本 化 す る 。）  

平 成 20 年 度 に お け る 開 催 状 況 は 、 次 の と お り で あ る 。  

開   催   日  協    議    事    項  

障 害 児 の 就 学 指 導 に つ い て  
21.2.5 

平 成 21 年 度 に 係 る 市 町 村 就 学 指 導 委 員 会 審 議 状 況 に つ い て  

 

２  市 町 村 就 学 指 導 委 員 会  

障 害 の あ る 子 ど も の 実 態 把 握 と 障 害 児 の 判 定 と 就 学 指 導 、特 別 支 援 教 育 の 啓 発 等 の 協 議 を 行 っ

て い る 。  

平 成 20 年 度 に お け る 就 学 に 係 る 教 育 事 務 所 別 市 町 村 就 学 指 導 委 員 会 審 議 状 況 は 、 次 の と お り

で あ る 。  

市 町 村 就 学 指 導 委 員 会
区   分  

審  議  人  数  （ 人 ）

尾 張 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  1,030 

海 部 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町 村    364 

知 多 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町    314 

西 三 河 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  1,414 

東 三 河 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町    651 

新 城 設 楽 支 所・設 楽 教 育 指 導 室 管 内 の 市 町 村    22 

合   計  3,795 
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３  入 学 前 就 学 相 談  

適 正 な 就 学 を 推 進 す る た め 、就 学 前 の 障 害 の あ る 子 ど も を も つ 保 護 者 に 対 し て 、そ の 教 育 に 係

る 相 談 活 動 を 県 内 6 地 区 、 7 会 場 で 実 施 し た 。  

相 談 員 は 、医 師 、小・中 学 校 教 員 、特 別 支 援 学 校 教 員 、県 総 合 教 育 セ ン タ ー 職 員 、市 町 村 教 育

委 員 会 職 員 、 教 育 事 務 所 指 導 主 事 等 約 15 人 で 構 成 し て い る 。  

平 成 20 年 度 に お け る 開 催 状 況 は 次 の と お り で あ る 。              

地    区  開  催  日  会       場    相 談 者 数（ 人 ） 

尾 張 ( 愛 日 ) 地 区  8/26・ 27 鳥 居 松 ふ れ あ い セ ン タ ー   88 

尾 張 (中 島・丹 葉 )地 区  8/19・ 20 一 宮 市 テ ニ ス 場   78 

海 部 地 区   8/28・ 29 ア イ プ ラ ザ 津 島   35 

知 多 地 区   8/20・ 21 半 田 市 福 祉 文 化 会 館   68 

西 三 河 地 区  8/ 7 西 三 河 総 合 庁 舎   29 

東 三 河 地 区   8/ 7・  8 豊 橋 市 豊 城 地 区 市 民 館   66 

新 城 ・ 設 楽 地 区  7/24 新 城 市 立 お お ぞ ら 園   15 

計  379 

 

４  平 成 20 年 度 障 害 幼 児 ・ 児 童 ・ 生 徒 の 就 学 者 数              （ 単 位 ： 人 ）  

幼  児 ・ 児  童 ・ 生  徒  数  
区   分  

計  幼  小  中  高  

計  13,012 114 6,673 3,415 2,553 

特 別 支 援 学 校   6,299 114 2,041 1,334 2,553 

特 別 支 援 学 級   6,713 ―  4,632 2,081 ―  

 

５  平 成 20 年 度 障 害 に よ る 就 学 義 務 猶 予 ・ 免 除 者 数 （ 単 位 ： 人 ）  

区    分  計  6～ 11 歳  12～ 14 歳

計  4 4 0 

猶    予  2 2 0 

免    除  2 2 0 

 

６  障 害 児 就 学 指 導 担 当 者 講 習 会  

特 別 支 援 学 校 及 び 特 別 支 援 学 級 へ の 就 学・入 級 指 導 の 適 正 を 期 し 、県 教 育 委 員 会 が 作 成 し た「 障

害 児 就 学 指 導 の 手 引 」の 趣 旨 徹 底 を 図 る た め 、市 町 村 教 育 委 員 会 の 障 害 児 の 就 学 事 務 担 当 者 を 対

象 と し て 、 次 の と お り 5 地 区 に お い て 講 習 会 を 開 催 し た 。  

地   区  開 催 日  会     場  参   加   者  参 加 者 数 （ 人 ）

尾 張 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  
尾   張  5/14 県 三 の 丸 庁 舎  33 

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  

海 部 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町 村
海   部  6/26 海 部 総 合 庁 舎  13 

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  

知 多 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  
知   多  6/ 3 知 多 総 合 庁 舎  18 

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  

西 三 河 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町
西  三  河  6/26 安 城 養 護 学 校  20 

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  

東 三 河 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町
東  三  河  6/24 東 三 河 総 合 庁 舎 14 

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  

計  98 
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７  市 町 村 特 別 支 援 教 育 担 当 指 導 主 事 等 会 議  

障 害 の あ る 子 ど も の 実 態 調 査 を も と に 就 学 指 導 を 適 正 か つ 円 滑 に 実 施 す る た め 、市 町 村 の 特 別

支 援 教 育 担 当 指 導 主 事 （ 担 当 者 ） を 対 象 に 連 絡 会 を 開 催 し た 。  

開  催  日  会   場  参       加       者    参 加 者 数（ 人 ）

20/5/16 100 各 市 町 村 特 別 支 援 教 育 担 当 指 導 主 事 （ 担 当 者 ）
東 大 手 庁 舎

各 教 育 事 務 所 特 別 支 援 教 育 担 当 指 導 主 事 等  20/9/ 5 100 

 

８  特 別 支 援 学 校 （ 小 ・ 中 学 校 ） 学 校 指 定  

学 校 教 育 法 施 行 令 第 14 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ く 平 成 20 年 度 の 学 校 指 定 の 状 況 は 、次 の と お り

で あ る 。  

     平 成 20 年 度 特 別 支 援 学 校 指 定 状 況 に つ い て  （ 単 位 ： 人 ）（ 20.5.1 現 在 ）  

養  護  学  校  

区     分  盲 学 校  聾 学 校 合  計  知  的 肢  体
病  弱 計  

障  害 不 自 由

新 学 齢 児  7 28 149 104 7 260 295 

小 ・ 中 学 校 か ら の 転 校  1  9  93  18 35 146 156 

特 別 支 援 学 校 間 の 転 校  0  1   6   9  1  16  17 

他 県 か ら の 転 校  1  0   0   0  4   4   5 

就 学 猶 予 ・ 免 除 の 解 除  0  0   0   0  0   0   0 

計  9 38 248 131 47 426 473 

 

９  幼 稚 部 ・ 高 等 部 入 学 者 選 考  

平 成 20 年 11 月 7 日 「 平 成 21 年 度 愛 知 県 立 特 別 支 援 学 校 の 幼 稚 部 及 び 高 等 部 の 入 学 者 の 募 集

に つ い て 」 公 告 、 平 成 21 年 3 月 11 日 、 各 募 集 学 校 に お い て （ 高 等 養 護 は 2 月 5 日 ）、 入 学 者 選

考 を 実 施 し た 。 平 成 21 年 度 入 学 志 願 者 数 等 の 概 況 は 、 次 の と お り で あ る 。  

区    分  募 集 人 員     志 願 者 数（ 人 ）    入 学 者 数（ 人 ）

盲  学  校  約   12 人 程 度   4   4 

聾  学  校  約   42 人 程 度  35  35 

幼
稚
部 

養 護 学 校  約   18 人 程 度  12  12 

盲  学  校  約   62 人   36  32 

聾  学  校  約  104 人   47  46 

高
等
部 

養 護 学 校  約  781 人  789 720 
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第 4 節  施  設  内  教  育  ・  訪  問  教  育  

 

１  施 設 内 教 育  

児 童 福 祉 施 設 等 に 入 所（ 院 ）し て い る 学 齢 児 童 生 徒 の う ち 、就 学 は 可 能 で あ る が 、障 害 の 状 態

が 重 度 又 は 重 複 し て い る た め 、通 学 し て 教 育 を 受 け る こ と が 困 難 な 者 に 対 し て 、施 設 等 内 に お い

て 通 学 生 に 準 じ た 教 育 を 実 施 し た 。（ 2 施 設 6 病 院 、 29 学 級 、 79 人 ）  

２  訪 問 教 育  

就 学 は 可 能 で あ る が 、障 害 の 状 態 が 極 め て 重 度 で あ る か 重 複 し て い る た め 、通 学 し て 教 育 を 受

け る こ と が 困 難 な 在 宅 又 は 病 院 入 院 中 の 学 齢 児 童 生 徒 に 対 し て 、週 3 回 、1 回 3 単 位 時 間 、教 員

を 家 庭 等 へ 派 遣 し 教 育 を 行 っ た 。 高 等 部 に お い て は 、 平 成 1 2 年 4 月 か ら 家 庭 訪 問 教 育 を 本 格 的

に 実 施 し た 。（ 46 学 級 、 106 人 ）  

３  訪 問 教 育 児 童 生 徒 集 団 学 習  

訪 問 教 育 対 象 児 童 生 徒 に 対 し 、学 習 発 表 会 、野 外 学 習 、社 会 見 学 等 、保 護 者 参 加 の も と に 、社

会 適 応 力 の 伸 長 を 図 る た め 、 集 団 学 習 の 機 会 を 設 け た 。  

  （ 参 加 者 延 べ 210 人 、 参 加 率 40.7％ ）  

４  平 成 20 年 度 施 設 内 教 育 ・ 訪 問 教 育 の 学 級 数 等                              （ 20.5.1 現 在 ）  

施  設  内  教  育  訪   問   教   育  

児 童 ・ 生 徒 数  児 童 ・ 生 徒 数  区     分  
学 級 数  学 級 数

計  小  中  計  小  中  高  

合     計  29 79 44 35 46 106 51 33 22 

計  16 41 21 20 13  31 23  8  0 

県 立  16 41 21 20  9  22 15  7  0 知 的 障 害  

市 立   0  0  0  0  4   9  8  1  0 

肢 体 不 自 由 （ 県 立 ）   2  5  4  1 24  59 24 13 22 

病    弱 （ 県 立 ）  11 33 19 14  9  16  4 12  0 

県  立  計 （ 再 掲 ）  29 79 44 35 42  97 43 32 22 

 

第 5 節  特  別  支  援  教  育  の  推  進  

 

１  特 別 支 援 学 級 等 の 充 実  

(1)学 級 編 制 等  

    平 成 20 年 度 に お け る 特 別 支 援 学 級 数 は 1,944 学 級 で 前 年 度 よ り 108 学 級 増 で あ る 。  

特  別  支  援  学  級  の  学  級  数  等             （ 20.5.1 現 在 ）  

設  置  学  校  数  学     級     数  児  童  ・  生  徒  数  
区    分  

計  小  中  計  小  中  計  小  中  

計  1,121 794 327 1,944 1,393 551 6,713 4,632 2,081

知 的 障 害  1,017 708 309 1,051   723 328 3,664 2,383 1,281

肢 体 不 自 由     22  20   2    22    20   2    42    37     5

病 弱・身 体 虚 弱     26  21   5    30    24   6    83    66    17

弱 視      6  5   1     6     5   1     7     5     2

難 聴      8  7   1     8     7   1    20    16     4

言 語 障 害      1  1   0     1     1   0     3     3     0

自閉症・情緒障害   793 589 204   826   613 213 2,894 2,122   772

（ 注 ）「 設 置 学 校 数 」 の 計 は 、 実 学 校 数 で あ る 。  
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(2)通 級 指 導 教 室  

通 級 指 導 教 室 は 、通 常 の 学 級 に 在 籍 し て い る 軽 度 の 障 害 の あ る 児 童 生 徒 の 障 害 の 改 善・克 服

の 指 導 の 場 と し て 、 平 成 5 年 度 に 制 度 化 さ れ た 。  

通 級 指 導 教 室 設 置 学 校 数 ・ 教 室 数 ・ 指 導 を 受 け て い る 児 童 生 徒 数   （ 20.5.1 現 在 ） 

設  置  学  校  数  教    室    数  児  童  ・  生  徒  数  
区   分  

小  中  聾  計  小  中  聾  計  小  中  計  

言 語 障 害  34   34 34    34   470    470

自 閉 症   8 2  10  8 2   10   109 21   130

情 緒 障 害  20 3  23 20 3   23   263 27   290

難 聴   4 1   5  4 1    5    25  8    33

Ｌ Ｄ   5    5  5     5    45     45

Ａ Ｄ Ｈ Ａ   9   19 19    19   215    215

言 語 ・ 難 聴    5  5   5   5    50 15    65

合 計  86 6 5 97 90 6 5 101 1,177 71 1,248

（ 注 1）「 設 置 学 校 数 」 の 計 は 、 実 学 校 数 で あ る 。（ 複 数 設 置 校 4 校 ）  

 （ 注 2）「 言 語 ・ 難 聴 」 は 、 聾 学 校 教 員 に よ る 通 級 指 導 で あ る 。
 

２  養 護 学 校 体 験 入 学  

障 害 の あ る 子 ど も の 適 正 か つ 円 滑 な 就 学 の 推 進 を 図 る た め 、 平 成 19 年 度 に 引 き 続 き 県 立 養 護

学 校 （ 高 等 養 護 学 校 を 除 く ） 全 校 に お い て 体 験 入 学 を 実 施 し た 。  

   新 た に 入 学 す る こ と と な る 障 害 の あ る 子 ど も 及 び そ の 保 護 者 を 対 象 と し て 、授 業 参 観 、学 校 に

お け る 諸 活 動 へ の 参 加 、 就 学 相 談 等 を 行 っ た 。  

             平  成  20 年  度  参  加  者  状  況                  （ 単 位 ： 人 ）  

区   分  知 的 障 害 養 護 学 校  肢 体 不 自 由 養 護 学 校 病 弱 養 護 学 校  計  

新 学 齢 児 童 等  336 219  3   558 

保 護 者  591 308  4   903 

そ の 他   43  37  4    84 

計  970 564 11 1,545 

                                      （ 延 べ 人 数 ）  

３  聾 幼 児 教 育 相 談 事 業  

聴 覚 障 害 児 の 言 語 指 導 で は 特 に 幼 児 期 の 指 導 が 重 要 で あ る の で 、聾 幼 児 教 育 相 談 事 務 嘱 託 員 を

千 種 ・ 豊 橋 ・ 岡 崎 ・ 一 宮 聾 学 校 に 計 4 人 配 置 し た 。  

   各 聾 学 校 と も 、聴 力 検 査 及 び 障 害 に つ い て の 教 育 相 談 、基 本 的 生 活 習 慣 確 立 の 指 導 、補 聴 器 利

用 の 指 導 、 発 語 ・ 読 話 指 導 、 リ ズ ム 遊 戯 等 に よ る 集 団 へ の 適 応 、 両 親 教 育 等 を 行 っ て い る 。  
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第 6 節  就   学   奨   励  

 

 特 別 支 援 学 校 へ の 就 学 奨 励 に 関 す る 法 律 並 び に 特 別 支 援 教 育 就 学 奨 励 費 負 担 金 交 付 要 綱 及 び 同 補

助 金 交 付 要 綱 に 基 づ き 、 公 立 の 特 別 支 援 学 校 並 び に 小 学 校 及 び 中 学 校 の 特 別 支 援 学 級 へ の 就 学 を 奨

励 す る た め 、 そ の 就 学 に 必 要 な 経 費 の う ち 、 次 に 掲 げ る 経 費 に つ い て 保 護 者 の 経 済 的 負 担 を 軽 減 す

る た め の 就 学 奨 励 事 業 を 実 施 し た 。  

１  就 学 奨 励 費 (特 別 支 援 学 校 分 ) 

交     通     費  

通   学   費  帰   省   費   
教 科 用 図 書

購 入 費  
学 校 給 食 費  

本     人  付  添  人  本     人  付  添  人  
職 場 実 習 費

支弁人員 (人) 1 , 4 2 5  1 1 , 7 4 3  5 , 2 4 3 2 , 0 3 7 3 0 6 4 7  6 7 3

支弁額 (円) 1 7 , 0 4 1 , 0 2 4  1 8 4 , 0 3 8 , 7 1 5  1 3 6 , 5 5 5 , 2 2 9 4 8 , 8 7 2 , 0 8 4 7 , 5 9 6 , 8 4 3 5 8 4 , 9 5 1  1 , 4 6 8 , 1 7 0

交  通  費  寄  宿  舎  居  住  に  伴  う  経  費  

 
交 流 学 習 費  寝 具 購 入 費  

日 用 品 等

購 入 費
食 費

修 学 旅 行 費 校 外 学 習 費  
宿 泊 生 活

訓 練 費

支弁人員 (人) 1 0 4  6 0  1 7 9 1 8 1 1 , 1 6 0 2 , 2 4 0  2 , 1 0 0

支弁額 (円) 2 8 , 4 8 7  2 6 7 , 7 5 0  1 8 , 8 5 3 , 0 2 6 1 4 , 2 7 6 , 9 0 5 3 7 , 9 7 4 , 7 4 8 1 , 2 4 8 , 9 7 7  7 , 3 9 7 , 4 3 2

 
現 場 実 習  

宿 泊 費  

学 用 品  

購 入 費  

新 入 学 児 童

生 徒 学 用 品

等 購 入 費

通 学 用 品

購 入 費
合 計 実 支 給 人 員  

支弁人員 (人) 0  4 , 9 4 2  1 , 3 4 5 3 , 5 8 3 5 , 6 3 4  

 

支弁額 (円) 0  8 6 , 1 5 0 , 3 6 4  2 4 , 7 5 7 , 2 0 0 6 , 1 9 9 , 7 8 1 5 9 3 , 3 1 1 , 6 8 6  

 

２  就 学 奨 励 費 (特 別 支 援 学 級 分 ) 

校  外  学  習  費  

区   分  学 校 給 食 費  
交 通 費  

（ 通 学 費 ）  

現 場 実 習

交 通 費

交 流 学 習

交 通 費
修 学 旅 行 費 宿 泊 を 伴 わ

な い も の  

宿 泊 を 伴 う

も の

支弁人員 (人) 3 , 0 4 1  3 6  0 1 2 2 4 6 9 2 , 5 6 6  3 7 4小

学
校 支弁額 (円) 5 7 , 1 3 3 , 3 0 0  6 2 5 , 4 0 3  0 5 5 , 0 0 9 4 , 6 0 3 , 1 6 8 1 , 7 3 6 , 5 5 0  4 6 2 , 7 8 4

支弁人員 (人) 1 , 1 7 2  3 1  1 5 1 0 3 5 7 8 5 7  3 3 5中

学
校支弁額 (円) 2 9 , 1 6 4 , 7 2 4  1 , 4 5 5 , 4 2 6  2 8 , 9 9 0 1 4 , 8 3 2 8 , 8 1 0 , 1 0 1 8 1 1 , 8 6 0  7 6 2 , 3 6 1

支弁人員 (人) 4 , 2 1 3  6 7  1 5 1 3 2 8 2 6 3 , 4 2 3  7 0 9
計 

支弁額 (円) 8 1 , 2 9 8 , 0 2 4  2 , 0 8 0 , 8 2 9  2 8 , 9 9 0 6 9 , 8 4 1 1 3 , 4 1 3 , 2 6 9 2 , 5 4 8 , 4 1 0  1 , 2 2 5 , 1 4 5

区   分  

学 用 品  

購 入 費  

新 入 学 児 童  

生 徒 学 用 品  

等 購 入 費  

通 学 用 品

購 入 費

体 育 実 技

用 具 費
拡 大 教 材 費 合 計  実 支 給 人 員

支弁人員 (人) 3 , 0 0 1  4 5 9  2 , 4 6 2 0 0 1 2 , 5 3 0  小

学
校支弁額 (円) 1 6 , 2 7 5 , 5 7 8  4 , 5 6 6 , 1 0 0  2 , 5 8 1 , 6 9 2 0 0 8 8 , 0 3 9 , 5 8 4  

3 , 0 4 4

支弁人員 (人) 1 , 1 7 5  4 0 0  7 0 5 1 5 , 0 5 8  中

学
校支弁額 (円) 1 2 , 3 9 2 , 9 0 3  4 , 5 6 6 , 7 5 0  8 4 3 , 7 1 9 2 , 0 0 0 5 3 , 8 5 3 , 6 6 6  

1 , 1 7 7

支弁人員 (人) 4 , 1 7 6  8 5 9  3 , 1 6 7 1 0 1 7 , 5 8 8  
計 

支弁額 (円) 2 8 , 6 6 8 , 4 8 1  9 , 1 3 2 , 8 5 0  3 , 4 2 5 , 4 1 1 2 , 0 0 0 0 1 4 1 , 8 9 3 , 2 5 0  

4 , 2 2 1

（ 注 ） 実 施 市 町 村 数  55 市 町 村  

 

 

 


